
傍聴するときの注意事項 

 

傍聴されるときは、審議の妨げとならないよう、次のことを守ってください。 

 

○傍聴中はお静かに願います。 

○発言等に対して、拍手、声援などで賛成や反対の意思を表さないでください。 

○携帯電話は電源をお切りください。 

○写真撮影の際は、フラッシュを使用しないでください。 

○飲食や喫煙をしないでください。 

○係員から指示があるときは、指示に従ってください 。 

○その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないでください。 

 

傍聴人がこれらの注意事項を守らなかったり、議場の秩序を乱すおそれがあるときは

退場していただくこともあります。 

 

 

 


